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   知多市ホームページ広告掲載要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、知多市広告掲載要綱（平成２１年知多市告示第８号。以下

「要綱」という。）第７条の規定に基づき、要綱第２条第２号に定める知多市ホ

ームページ（以下「市ホームページ」という。）のバナー広告（以下「広告」と

いう。）の掲載の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において、広告とは、文字又は画像で表示された情報で、掲載の

承諾を受けた者（以下「広告主」という。）の指定するホームページにリンクす

るものをいう。 

（広告の掲載位置等） 

第３条 広告を掲載する位置は、市ホームページのトップページで市長が指定した

位置とする。 

２ 広告の掲載順は、連続して掲載する期間の長い広告の順とし、同一期間の場合

及び第９条ただし書きによる場合は、申し込み順とする。 

（広告の規格） 

第４条 市ホームページに掲載する広告の規格は、次のとおりとする。 

大きさ 縦６０ピクセル、横１２０ピクセル 

ファイル形式 ＧＩＦ、ＪＰＥＧ又はＰＮＧ（点滅、切り替わり及び動きのあ

るものを除く。） 

データ容量 １０キロバイト以下 

 （広告の掲載期間） 

第５条 広告の掲載期間は１か月単位とし、広告の掲載を希望する者（以下「広告

掲載希望者」という。）は複数月を指定した申込みをすることができる。ただし、

連続する掲載期間は１２か月を限度とし、年度を超える期間を指定することはで

きないものとする。 

 （広告の掲載開始日等） 

第６条 広告の掲載開始日時は月の初日の午前９時とし、掲載終了日時は翌月の初
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日の午前９時とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、広告の掲載開始日又は掲載終了日が知多市の休日を

定める条例（平成２年知多市条例第１号）に規定する市の休日に当たるときは、

掲載開始日にあっては、市の休日の前日とし、掲載終了日にあっては、市の休日

の翌日とする。 

（広告の掲載料） 

第７条 広告の掲載料は、１枠当たり月額１０，０００円とする。 

 （広告掲載の募集） 

第８条 広告掲載の募集は、市ホームページ及び市広報紙によるものとする。 

（広告の申込み） 

第９条 広告掲載希望者は、ホームページ広告掲載申込書（第１号様式）に、掲載

しようとする広告案を添えて、市長が指定する期間内に提出するものとする。た

だし、募集期間を過ぎた場合には、先着順に申込みができるものとする。 

（広告掲載の決定） 

第１０条 市長は、前条のホームページ広告掲載申込書を受理したときは、要綱第

３条及び別に定める広告掲載審査基準に基づき、広告掲載の可否を決定するもの

とする。 

２ 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、ホームページ広告掲載可否決定通

知書（第２号様式）により広告掲載希望者に通知するものとする。 

（広告原稿の作成及び提出） 

第１１条 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。 

２ 広告主は、広告原稿を市長が指定する期日までに、指定する場所に提出するも

のとする。 

（広告掲載料の納付等） 

第１２条 広告主は、市長が指定する期日までに第７条に規定する広告掲載料を一

括前納するものとする。 

（広告内容等の変更） 

第１３条 市長は、広告の内容、デザイン、リンク先のホームページ内容等が要綱

第３条及び知多市広告掲載審査基準の規定に抵触していると判断するときは、広
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告主に対して広告内容等の変更を求めることができる。 

（広告掲載の取消し） 

第１４条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の許可を取り

消すことができる。 

(1) 広告主が指定する期日までに広告掲載料を納付しないとき。 

(2) 広告主が指定する期日までに広告原稿を提出しないとき。 

(3) 前条の規定による広告内容等の変更を広告主が行わないとき。 

(4) 広告主が虚偽の申請をしたとき。 

(5) 広告主が書面により広告掲載の取下げを申し出たとき。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市ホームページへの広告掲載が適切でないと市

長が判断したとき。 

２ 前項の規定により広告を取り消した場合においては、市長は広告主に対し、そ

の賠償の責めを負わない。また、納付済みの広告掲載料は返還しない。 

（広告掲載期間の延長等） 

第１５条 広告掲載期間内に、市の都合でホームページを閉鎖した時間が生じた場

合において、閉鎖した時間が１日を超えるときは、掲載期間をその日数に相当す

る期間延長する。 

２ 前項の場合において、掲載期間が年度を超えるときは、広告を終日掲載しなか

った日数及び広告掲載期間の日数に応じて広告掲載料を日割計算で算出し、広告

主に還付する。ただし、広告掲載料の額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てるものとする。 

３ 前項の規定により広告掲載料の還付を受けようとする者は、ホームページ広告

掲載料還付申請書（第３号様式）により市長に請求するものとする。 

（委任） 

第１６条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成２９年２月１日から施行する。 
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第１号様式（第９条関係） 

 

ホームページ広告掲載申込書 

 

年  月  日 

知多市長        様 

           申込者 住   所 

                   団 体 名 

                   代表者氏名 

                   電 話 番 号 

 

知多市ホームページ広告掲載要領第９条の規定により、次のとおり市ホームペー

ジへの広告掲載を申し込みます。 

広 告 の 内 容 
 

 

掲載申込期間     年  月から    年  月までの   か月 

バナーリンク先 URL:http// 

広 告 掲 載 料 金       円 

遵 守 事 項 等 １ 知多市の定める広告掲載に関する各規定を遵守します。 

２ 知多市税の滞納はありません。広告掲載に関して必要のあると

きは、知多市が納税状況等について調査することに同意します。 

備考 広告掲載案を添付してください。 
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第２号様式（第１０条関係） 

 

ホームページ広告掲載可否決定通知書 

 

                            知  発第  号 

                       年  月  日 

            様 

                    知多市長           印 

 

     年  月  日付けで申込みのあった市ホームページへの広告掲載につ

いては、次のとおり決定しましたので通知します。 

決 定 区 分 

掲載する。 

 

掲載しない。 

（理由                         ） 

広告掲載期間     年  月から    年  月までの   か月 

広 告 掲 載 料 金      円 

掲載料納付期限     年  月  日 
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第３号様式（第１５条関係） 

 

ホームページ広告掲載料還付申請書 

 

年  月  日 

知多市長        様 

           申請者 住   所 

                   団 体 名 

                   代表者氏名           印 

                   電 話 番 号 

 

知多市ホームページ広告掲載要領第１５条の規定により、次のとおり市ホームペ

ージ広告掲載料の還付を申請します。 

決 定 通 知 日    年  月  日 決定通知番号    第   号 

広告掲載期間     年  月から    年  月までの   か月 

既 納 掲 載 料         円 還 付 申 請 額         円 

申 請 理 由  

還付金振込先 

金融機関名 支店名 預金種目 

普通・当座 

口座番号 口座名義
フ リ ガ ナ

 

※上記の申請により還付してよろしいか。 

決 定 事 項 

１ 還付する。 

２ 還付しない。（理由                 ） 

既納掲載料 還付金額 差引掲載料 還 付 予 定 日 

   円    円    円 ・  ・   

※印は、記入しないでください。 


